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第1章	 総則 

 

第1条（本約款の適用） 

アイティーエム株式会社（以下「当社」といいます。)は、ZETA Cloud Privateサービス利用約款（以下「本約款」といいます。）を定め、本

約款に基づきZETA Cloud Privateサービス（以下「本サービス」といいます。）を提供します。 

2. 本サービスの提供を受ける者（以下「契約者」といいます。）は本約款を遵守するものとします。本約款に同意することにより当社と契約

者の間に成立する契約を、以下「利用契約」といいます。 

 

第2条（本約款の変更） 

当社は本約款を変更することがあります。この場合、提供条件（料金その他を含む）は変更後の本約款に基づくものとします。 

2. 本約款の変更に際しては、当社は当該変更の対象となる契約者に対しその内容を変更予定日の30日前までに告知します。告知は、当

社のWebページによるほか当社が別途定める方法により行います。ただし、軽微な変更であり、提供条件等の重要な事項の変更でない

場合、30日前の事前告知を要しないものとします。 

3. 本約款の変更日以降は、利用契約には、変更後の本約款が適用されることとなります。 

 

第3条（本約款等の構成） 

当社は、本約款の他に当社所定の様式による本サービス利用上の注意事項等を別に定める場合があります。その場合は、その名目、内

容にかかわらず記載の内容については本約款の一部を構成するものとします。 

 

第4条（本サービスの内容） 

当社は、本約款に基づき以下の本サービスを提供します。 

種類 品目 内容 

基本サービス ZETA  Cloud  Private  Pro 当社が構築、運用する仮想化基盤上のリソース領域を、契約者のプラ

イベートクラウド環境として提供する、IaaS型クラウドサービス ZETA  Cloud  Private  Pro Plus 

ZETA  Cloud  Private  Advance 

ZETA  Cloud  Private  Enterprise 

 

当社データセンター内に契約者の要望に合わせて設計した仮想化

基盤を構築し、プライベートクラウド環境として提供する、IaaS型クラウ

ドサービス 

オプションサービス 追加リソース CPU 必要に応じてリソースを追加するサービス 

メモリ 

ストレージ 

 

2. 当社は、本サービスに関するサービス説明書（以下「説明書」といいます。）を別に定めるものとします。 

3. 当社は、本サービスに付随した付加サービスを提供します。その際は本約款とは別に付加サービスの利用に関する約款および規定

を定める場合があります。 
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第2章	 利用契約の締結等 

 

第5条（利用契約の申込） 

本サービスの申込みをしようとする者（以下「申込者」といいます。）は、当社所定のサービス申込書または注文書を提出することによっ

て申込むものとします。 

2. 前項の利用申込において、契約者確認のため資料を提出していただくことがあります。 

 

第6条（利用契約の成立） 

利用契約は、本サービスの申込みを当社が承諾することにより、当社がサービス申込書を受領した日に成立するものとします。 

契約成立後、当社は設定完了通知書により利用開始日を通知します。 

2. 当社は、次の場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 

（1）本サービスの提供が技術その他の理由で困難なとき 

（2）申込者が当社の提供するサービスの料金又は手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき 

（3）申込者に第16条第1項各号のいずれかに該当する事由があるとき、又はそのおそれのあるとき 

（4）申込者が過去において第16条第1項各号のいずれかに該当したとき 

（5）サービス申込書に虚偽の記載、誤記や記入漏れがあったとき 

（6）申込者が当社又は第三者の信用を毀損する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき 

（7）申込者が本サービスを利用する他の利用者に対して支障を与える態様で本サービスを利用するおそれがあるとき 

（8）申込者が本サービスを人命に関わるような危険度の高い業務に利用する可能性があると判断されるとき 

（9）申込者に第20条第１項各号のいずれかに該当する事由があるとき、又はそのおそれがあるとき 

(10)申込者が過去に当社から利用契約若しくは当社が提供する他のサービスの利用契約を解除され、又は本サービス若しくは当社

が提供する他のサービスの提供を停止されていたとき 

（11）前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき 

3. 当社が申込みを承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。 

 

第7条（契約の単位） 

当社と契約者は、契約者が同一サービスを複数申込む場合やサービス内容を追加する場合も含め、本サービスの申込みの単位で利

用契約を締結するものとします。 

 

第8条（利用期間及び違約金） 

本サービスの利用契約の期間は、本サービスの利用開始日から1年間とします。サービス料金は利用開始日から課金されるものとしま

す。 

2. 契約成立後利用開始前又は利用期間中に、当社が第20条1項により利用契約を解除した場合、又は契約者が第20条2項により利用

契約を解約した場合、契約者は、当社に対し、第24条の規定に従い違約金を支払うものとします。 

3. 契約者又は当社から利用期間満了の1ヶ月前までに当社所定の書面により解約の申し出を行わない限り、利用契約は利用期間満了

日の翌日から、全て同一の条件で更新されるものとし、以後もまた同様とします。 

4. 本条の定めによらず、オプションサービスの利用契約の期間は、利用契約開始日を起算として1ヶ月間とし、契約者又は当社から利用

期間満了の10日前までに当社所定の書面により解約の申し出を行わない限り、オプションサービスの利用契約は利用期間満了日の

翌日から、全て同一の条件で更新されるものとし、以後もまた同様とします。 
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第9条（アカウントの付与） 

当社は、本サービスの申込みを承諾したときは、契約者に対し、第7条の契約単位ごとに本サービスの利用および管理に必要なIDお

よびパスワード（以下「アカウント」といいます。）を付与するものとします。 

 

第10条（利用責任者） 

本サービスの利用にあたり、契約者はあらかじめ利用責任者を選任し当社に書面で届け出るものとし、利用責任者が交代したときは

直ちに当社に書面で通知するものとします。通知なく、連絡が取れないことによって引き起こされる損害に対して、当社は一切の責任

を負いません。 

 

第11条（本サービス内容の変更） 

契約者が本サービス内容の変更を希望する場合は、当社が別途定める方法により変更を申し込むものとします。 

2. 前項の申込みを承諾した場合は、当社は契約者に対しその旨を通知します。 

本条第１項の申込みがあった場合に、技術的に困難である等当社の業務遂行上支障があるときは、当社は申込みを承諾しないことが

あります。この場合は契約者にその旨を通知します。 

 

第12条（契約事項の変更の届出） 

契約者は、サービス申込書の記載事項に変更があった場合、当社所定の書面により１４日以内に当社に対して届け出るものとします。 

2. 契約者である法人が合併した場合、合併後存続する法人または合併により新設された法人は、合併の日から１４日以内に当社所定の

書面により当社に届け出るものとします。 

3. 当社は、前項の変更の届出が遅れたことまたは契約者が当該届出を怠ったことにより契約者または第三者が被ったいかなる損害につ

いても責任を負わないものとし、また、当該届出が遅れたことまたは契約者が当該届出を怠ったことにより当社からの通知が不着また

は延着となった場合でも、通常到達すべき時期に到達したとみなすことができるものとします。 

4. 当社は、契約者について次の事情が生じた場合は、契約者の同一性または事業の継続性が認められる場合に限り、第２項および第３

項を準用します。 

（1）契約者である法人の分割または事業譲渡による新たな法人への承継 

（2）契約者である任意団体の代表者の変更 

（3）その他前各号に類する変更 

 

第13条（利用契約上の地位等の譲渡等） 

契約者は、当社の事前の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位もしくは権利を第三者に譲渡し、担保として提供等し、また

は利用契約上の地位もしくは義務を第三者に引き受けさせることはできません。 

 

第14条（外部委託） 

当社は、本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を、第三者に再委託することがあります。 

2. 前項の場合、当社は、当該再委託先を適切に管理するとともに、再委託業務について、本約款の規定と同等の義務を負わせるものと

します。 
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第3章	 本サービスの提供中止等 

 

第15条（提供の中止） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。 

(1)サーバ設備または電気通信設備等の保守、工事、移設等のため必要である場合 

(2)データセンターまたは電気通信設備等の障害等のためやむを得ない場合 

(3)電気通信事業法第８条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、またはそのおそれがあるため、公共の利益のため緊急

を要する通信を優先させる必要がある場合 

(4)電気通信事業者等が、電気通信サービスの提供を中止した場合 

(5)電気通信事業者または電力事業者等の事情によりサーバ設備または電気通信設備等が稼動できない場合 

(6)その他当社の業務上合理的に必要な場合 

2. 当社は、前項に基づき本サービスを中止する場合には、契約者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただ

し、緊急を要する場合はこの限りではありません。 

 

第16条（提供の一時停止） 

当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。 

(1)契約者が利用契約上の債務を履行しなかった場合 

(2)契約者の行為（不作為を含む）により本サービスを構成する当社のシステムやデータに支障が生じ、またはそのおそれがある等、当

社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合 

(3)契約者が当社あるいは第三者のアカウントを不正に使用した場合、またはそのおそれがある場合 

(3)契約者が申込みに当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合 

(4)その他、契約者が本約款に違反した場合 

(5)契約者が対象システムを利用して、公序良俗に反する内容の文書、データ及び画像等を送信した場合 

(6)その他、当社が不適切と判断した場合 

2. 当社は、本サービスを一時停止する場合には、契約者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急

を要する場合はこの限りではありません。 

3. 当社は第1項により本サービスを停止した場合であっても、当該停止期間中のサービス料金等の請求権を失わないものとします。 

 

第17条（本サービスの利用制限） 

当社は、本サービスの運営上必要であると当社が判断した場合は、全部又は一部の契約者に対し、本サービスの機能の一部の利用

を制限することがあります。 

2. 当社は、前項に基づき前項の措置を講ずる場合には、対象となる契約者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を通知しま

す。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。 

 

第18条（本サービスの品目の変更） 

当社は、契約者の本サービスの利用状況に応じ、その利用する本サービスの品目の変更を要請することがあります。その際は、当社

と契約者の間で協議するものとし、契約者は当社の同要請を正当な理由なく拒否することはできないものとします。 
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第19条（本サービスの終了） 

当社は、業務上の都合によりやむを得ず、本サービスの全部又は一部を終了することがあります。その場合は本サービス終了予定日

の3ヶ月前までに契約者に対して通知を行うものとします。 

 

第4章	 利用契約の終了 

 

第20条（利用契約の解除等） 

当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当該契約者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解

除することができるものとします。 

(1)第16条第１項各号のいずれかに該当する場合 

(2)差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の

倒産処理手続開始の申立があった場合、または清算に入った場合 

(3)手形、小切手が不渡りとなった等、支払を停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合 

(4) 営業停止、営業免許の取消しまたは営業登録の取消し等行政上の処分を受けた場合 

(5) 営業の廃止、解散等重要な変更の決議をした場合 

(6)反社会的勢力であった場合 

(7)その他、本約款に違反した場合 

2. 契約者は、当社に対し前月末日までに通知することにより、翌月末日をもって利用契約を解約することができるものとします。 

 

第21条（利用契約終了後の措置） 

当社は、利用契約が終了した場合、契約者のアカウントおよび当社サーバ設備等に残存する契約者のデータ（個人情報、機密情報

その他本サービスの利用開始日以降に保存されたすべてのデータをいい、以下「契約者データ」といいます。）を、当社の定める方法

により消去するものとします。 

 

第5章	 料金等 

 

第22条（料金等） 

本サービスの料金は、本約款に基づき本サービスの利用の対価として契約者が当社に支払う料金（初期費用、月額料金、追加費用

及びその他料金のすべてを含みます。以下同じ。）とし、サービス申込書など当社が認めた様式により、両者が合意した金額としま

す。 

2. サービス料金のうち、初期費用は、利用契約が成立したときに発生するものとします。 

3. サービス料金のうち、月額料金は、本サービスの利用開始日より発生するものとします。 

4. 利用契約に定めがない場合でも、契約者の依頼に基づき、当社が契約者に対して本サービス若しくはそれ以外のサービスの提供を

行い、又はサービスを実施・継続するために必要な業務、作業その他の行為を行った場合には、当社は契約者に対して当該行為に

要した費用を含む相当な対価の支払いを求めることができるものとします。 

5. エネルギーや金属等の価格、雇用条件の変化等、経済情勢の変動により、サービス料金が不相当となったときは、当社は、利用期間

の途中でも、サービス料金を変更することができるものとします。この場合、第2条（本約款の変更）の規定を準用します。 
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第23条（料金等の支払義務） 

契約者は、第25条に定める支払方法に基づき、当社に対して前条の料金を支払う義務を負います。 

2. 送金等に必要な銀行手数料等は、契約者の負担とします。 

 

第24条（料金等の計算方法） 

以下の各号の場合を除き、毎月、暦月に従って計算した料金の額とします。 

(1)本サービスの利用開始日が属する月の料金は、初期費用及び月額料金とする。なお、本サービスの利用開始日が暦月の初日 

以外の場合であっても、月額料金は日割計算しないものとします。 

(2)本サービスの契約期間の満了日が属する月の月額料金は、本サービスの契約期間満了日が月末日以外の場合に限り、発生し 

ないものとします。 

(3)契約の成立後、または契約期間の途中において第 20 条１項により利用契約が解除された場合、契約者は解除の効力発生日に 

おける未払いの料金の額及び違約金として解除の効力発生日の翌日から当該契約期間の満了日までの期間に対応する本サービ 

スに係る料金の額を解除の効力発生日から２週間以内に一括して当社に支払うものとします。 

(4)契約の成立後、または契約期間の途中において、第20条2項により利用契約が解約された場合、契約者は解約の効力発生日か 

ら当該契約期間の満了日までの期間に対応する本サービスに係る料金の額を違約金として解約の効力発生日の翌月の末日まで 

に一括して当社に支払うものとします。 

 

第25条（料金等の支払方法） 

契約者は、当月の利用に関する料金を、その翌月の末日までに支払うものとします。なお、初期費用が発生する場合については、初

回の請求と合算して支払うものとします。 

 

第26条（割増金） 

料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として当社が指定する期日までに支払うことと

します。 

 

第27条（延滞損害金） 

契約者が、サービス料金その他の金銭債務（延滞利息は除きます。）について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契

約者は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.6％の割合で計算して得た額（1年を365日として日割計算）を、延滞

損害金として支払うこととします。 

2. 前項の延滞損害金の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 

 

第28条（割増金等の支払方法） 

契約者は、第26条及び前条の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。 

 

第29条（消費税） 

契約者が当社に対し本サービスに係る金銭債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払いに

ついて消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費
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税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。 

 

第30条（端数処理） 

当社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 

 

第6章	 契約者の義務 

 

第31条（仮想サーバの管理） 

契約者は、本サービスの利用契約に基づいて提供される仮想サーバについて、自己の責任において適切に管理するものとします。 

2. 仮想サーバについて次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、契約者の責任において適切に仮想サーバの修補を行うもの

とする。 

(1)仮想サーバが第三者によって不正にアクセスされ、その基本ソフトウェアその他の機能が不正に変更されたとき 

(2)仮想サーバがコンピューターウイルスに感染したとき 

(3)その他、仮想サーバになんらかの障害が発生した時 
3. 契約者は、前項に定める管理を怠った為に当社に損害が生じた場合は、これを賠償する責任を負うものとします。 

 

第32条（データの管理） 

契約者は、当社サーバ設備等に保存された契約者データおよびソフトウェア、アプリケーション、プログラム等その他一切について、

自己の責任において管理するものとします。 

2. 当社は、契約者データに対してなんら関与または関知するものではなく、契約者の故意または過失による契約者データの漏洩、滅失、

破損等について、何ら責任を負うものではありません。 

 

第33条（アカウントの管理） 

契約者は、第9条の規定に基づき付与されたアカウントについて、自己の責任において管理するものとし、その利用に関して一切の責

任を負うものとします。 

2. 契約者は、前項に定める管理を怠った為に当社に損害が生じた場合は、これを賠償する責任を負うものとします。 

3. 契約者は、アカウントを合理的理由無く第三者に利用させないものとします。なお、アカウントの利用者の如何に係らず、当該アカウン

トを用いて行われた行為はすべて契約者の行為として扱うものとします。 

4. 契約者は、アカウントが不正利用された、もしくはその可能性がある場合には、直ちに当社に届け出るものとし、当社の指示に従うもの

とします。なお、当社は、アカウントの不正利用による契約者の損害および契約者が与えた第三者の損害について一切責任を負わな

いものとします。 

 

第7章	 損害賠償等 

 

第34条（責任の制限） 

契約者は、自らの責任で本サービスを利用するものとします。 

2. 当社の責めに帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合、当社は、当社が当該契約者における

利用不能を認識した時刻から起算して２４時間以上その状態が継続した場合に限り、本サービスの利用料金１ヶ月分相当額の３０分の

１に利用不能の日数を乗じた額（1円未満切り捨て）を限度として、契約者の請求により減額に応じます。但し、以下の場合当社は一切
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の責任を負わないものとします。 

（1）契約者の保有する設備の障害や設定不備に起因する場合 

（2）第三者の開発したソフトウェア等に起因する場合 

（3）インターネット、登録及び届出電気通信事業者の回線、対象システムが設置されているビル内回線等の通信回線の不通又は通信

の不具合・異常に起因する場合 

（4）天災地変等不可抗力に起因する場合 

（5）契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合 

3. 当社は、当社の責めに帰すべき事由により契約者に生じた直接かつ通常の損害について賠償する責任を負うものとします。ただし、そ

の賠償額については、当社の故意の有無、過失の軽重、および原因の如何にかかわらず月額利用料金の３ヶ月分に相当する金額の

範囲内に限定されるものとします。 

 

第35条（免責） 

契約者が本サービスの利用にあたり損害（情報等が消失、破損若しくは減失したことによる損害、又は契約者が本サービスから得 

た情報及びソフトウェアの使用等に起因する損害を含むがそれに限定されない。）を負うことがあっても、当社は、その原因の如何を問

わず、前条（責任の制限）で規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。 

2. 契約者が本サービスを利用して第三者に損害を与えた場合、契約者は自らの責任において解決するものとし、当社は一切の賠償責

任を負わないものとします。 

3. 第15条又は第16条に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかった場合に契約者等が被った損害について、当社は一

切の賠償責任を負わないものとします。 

 

第8章	 秘密情報、個人情報の取り扱い 

 

第36条（秘密保持） 

契約者及び当社は、利用契約を通して知り得た相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密情報及びこれらに含まれる個人

情報を第三者に対し漏らしてはならないものとします。但し、当社が本サービスの実施の一部を第三者に再委託する場合に秘密保持

に関する契約を第三者と締結した場合は除きます。 

2. 前項の規定に関わらず、何れの当事者も、下記の場合には、秘密情報を開示することができるものとします。 

(1)弁護士、会計士又は税理士等の専門家（その当事者が委任する者に限る）に対して合理的と認められる範囲で秘密情報を開示す

る場合 

(2)裁判所等の公権力の強制力ある命令により開示すべき義務を負う場合 

 

第37条（個人情報等の保護） 

当社は、契約者の個人情報を、「プライバシーポリシー(https:// www.itmanage.co.jp/privacy/)」に基づき、適切に取り扱うものとしま

す。 

2. 当社は、契約者の個人情報を、「プライバシーポリシー(https://www.itmanage.co.jp/privacy/）」に記載する利用目的の範囲内で利用

します。 

3. 当社は、前項の利用目的に必要な範囲で、契約者の個人情報を業務委託先に預託する場合があります。 

4. 当社は次の各号を除き、契約者以外の第三者に契約者の個人情報を提供しないものとします。なお、通信の秘密に該当する情報に

ついては、前条の規定に従って対応するものとします。 
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(1)契約者の同意がある場合 

(2)契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で金融機関に個人情報を開示する場合 

(3)裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収等がなされる場合 

(4)法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合 

(5)緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断した場合 

5. 当社は、利用契約が終了し、当社所定の保存期間が経過した時点で、契約者の個人情報または通信の秘密に属する情報等を消去

するものとします。ただし、当社所定の保存期間の経過後においても、当社が法令により保存する義務を負う場合は、かかる義務の履

行に必要な範囲で当該情報を保持することができるものとします。 

 

第9章	 反社会的勢力の排除 

 

第38条（反社会的勢力の排除） 

契約者は、自ら、自らの役員、実質的役員、経営関係者又はこれらに準ずる者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から

５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他こ

れらに準ずる者（併せて本約款で「反社会的勢力」といいます。）ではなく、かつ次の各号のいずれにも該当しないことを、現在及び

将来に渡って表明し保証するものとします。 

（1）反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること 

（2）反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力 

を利用していると認められる関係を有すること 

（4）反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 

（5）役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 

2. 契約者は、自らまたは第三者を利用して暴力的、威力的、威圧的、脅迫的、偽計的又はこれらに準ずるような不当な言動をしないこと

を表明し保証するものとします。 

 

第10章	 雑則 

 

第39条（準拠法） 

本約款および利用契約は、日本の法律に従って作成または締結されたものとし、日本の法律に従って解釈されるものとします。 

 

第40条（紛争の解決） 

利用契約について紛争、疑義、または取決められていない事項が発生した場合は、当社および契約者は誠意をもって協議の上これ

を解決するものとします。 

2. 利用契約に関する紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を、第一審における専属的合意管轄裁判所とします。 
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附 則 

 （実施期日） 

１ この本約款は、平成25年9月10日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

1. この改正規定は、平成 26 年 2 月 1 日から有効となります。 

（料金等の計算方法について） 

2. 第 8 条（利用期間及び違約金）のオプションサービスの利用契約の期間の定義を変更しました。 

3. 第 24 条（料金等の計算方法）の日割計算を廃止しました。 

 

附 則 

（実施期日） 

1. この改正規定は、平成27年8月10日から有効となります。 

2. 第38条（反社会的勢力の排除）を追加しました。 

 

附 則 

（実施期日） 

1. この改正規定は、平成28年7月1日から有効となります。 

（利用契約締結等） 

2. 第6条（利用契約の成立） 設定完了通知書により利用開始日を通知する旨を追加しました。 

3. 第8条（利用期間及び違約金） サービス料金は利用開始日から課金される旨を追加しました。 

 

附 則 

（実施期日） 

1. この改正規定は、平成29年5月1日から有効となります。 

2. 社名およびロゴの変更をしました。 


